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売約済み 

売約済み 

売約済み 

９区画（3 区画売約済み） 



前 ガ 原 分 譲 地 購 入 条 件 

 

（１） 契約を締結した日から、１年以内に住宅建設に着手しなければなりません。（ただし、専用住宅） 

（２） 契約を締結した日から５年間は、第３者に売買・譲渡及び賃貸使用等はできません。 

（３） 購入後、宅地の維持管理は購入者の負担とします。また、宅地に接している水路についてもあわせて清掃等維持管理を行ってく

ださい。 

（４） 分譲引き渡し後の宅地周辺の清掃等管理は居住の全世帯で行ってください。 

（５） 住宅建設の折は、合併浄化槽の設置を義務づけます。 

（６） 現在地に住民登録を行い、隣組に加入してください。 

（７） 次の者以外の者。暴力団関係者等の反社会的行動を行う団体の構成員及び暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反す

る行為を行う者。 

 

注意事項 

・申込みは、一世帯一区画に限ります。（申込が重複した場合は申込期間終了後、抽選にて決定します。） 

・申込みの資格がなかった場合や虚偽の申し込み等不正を行った場合はその申込みを無効とします。 

・I区画の一部について、建築制限区域があります。 

 


